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青梅都市計画区域区分の変更（東京都決定）

青梅都市計画区域区分を次のように変更する。

１ 市街化区域及び市街化調整区域の区分

計画図表示のとおり

理 由 ： 土地区画整理事業をおおむね３年以内に着手することが確実な区

域で、当該事業に関する都市計画が市街化区域と市街化調整区域との

区分の変更と同時に定められる区域について、市街化区域に編入する。

変更概要

変更箇所 変更前 変更後 面積

青梅市今井二丁

目、四丁目及び

五丁目各地内

市街化調整区域 市街化区域 約 50.1ha






